
   古平町奨学金返還支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、若者の定住促進及び地域の担い手となる人材確保を図るた

め、奨学金の貸与を受けて修学した者のうち、町内に居住し、かつ、就労した

者に対し、予算の範囲内で古平町奨学金返還支援事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象となる奨学金） 

第２条 補助金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。 

 (1) 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金 

 (2) 独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金 

 (3) 他の地方公共団体が貸与する奨学金 

 (4) その他町長が認める貸与型奨学金 

 （交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。 

 (1) 申請日時点において、本町の住民基本台帳に記録されており、現に居住し

ている者で、今後５年以上継続して本町に居住する見込みのある者 

 (2) この訓令の施行日以降に新たに古平町内の職場に正規社員等として就業

し、今後５年以上継続して就業する見込みのある者。ただし、正規社員等と

は、次に該当する者をいう。 

  ア 雇用形態が次のいずれにも該当する者 

  （ア） 期間の定めのない労働契約を締結していること。 

  （イ） 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働

時間と同じであること。 

  （ウ） 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に

規定する賃金の算出方法及び支給形態、賞与、休日、定期的な昇給や

昇格の有無等の労働条件について、長期雇用を前提とした待遇が適用

されていること。 

  イ 個人で漁業その他の事業を営み、かつ、その事業に従事する者（以下「自

営業者」という。） 

 (3) 補助金の交付申請（初回に限る。）があった日の属する年度の末日におけ

る年齢が３５歳以下の者 

 (4) 奨学金の返還を行っている者又は補助金の交付を申請する年度内に奨学



金の返還を開始する者 

 (5) 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び町に納付すべき各

種使用料（以下「町税等」という。）に滞納がない者 

 (6) 古平町における暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年条例第１

２号）第２条第２号に規定する暴力団員に該当しない者又は同条第１号に規

定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助金の交付を申請した日の属する年度内に返還すべき

奨学金の額とし、３６０，０００円を限度とする。ただし、その額に１，００

０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 

２ 繰上返還による奨学金の額は、前項に規定する返還額に含まないものとする。 

 （補助対象期間） 

第５条 補助金の交付対象期間は、新たに補助金の交付の対象となった年度から

１０年間とする。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、毎年度、

４月１日から６月３０日までに様式第１号の古平町奨学金返還支援事業補助

金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならな

い。 

 (1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの（初年度に限る。） 

 (2) 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の額を証するもの 

 (3) 町税等の納税証明書又は非課税証明書 

 (4) 住民票の写し 

 (5) 様式第２号の在職証明書又は自営業者であることが確認できる書類 

 (6) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める大学院、大学、短期大学

及び専修学校専門課程（以下「大学等」という。）の卒業証明書の写し 

 (7) 様式第３号の誓約書 

 (8) その他町長が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定） 

第７条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査等し、

交付の可否を様式第４号の古平町奨学金返還支援事業補助金交付決定（却下）

通知書により当該申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。 

 （中止の届出） 

第８条 前条第１項に規定する交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）



は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、様式第５号の古平町奨学金返還支援事業補助金中止届を町長に提出しなけ

ればならない。 

 (1) 転出するとき。 

 (2) 補助金の交付の条件に違反したとき。 

 (3) その他町長が必要と認めるとき。 

 （実績報告） 

第９条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を

全て返還したときは、様式第６号の古平町奨学金返還支援事業補助金実績報告

書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

 (1) 奨学金の返還の事実を証するもの 

 (2) 様式第２号の在職証明書。ただし在職証明書を提出できない特別な理由

がある場合は、様式第７号の申立書 

 (3) その他町長が必要と認めるもの 

２ 前項の書類の提出期限は、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の４月１

５日までとする。 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、

適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、様式第８号の古平町奨学

金返還支援事業補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第１１条 交付決定者は、前条の規定による確定通知を受けた日から起算して１

０日以内に、様式第９号の古平町奨学金返還支援事業補助金交付請求書を町長

に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１２条 町長は、交付決定者が次条の規定に該当すると認められるときは、交

付決定の全部又は一部を取り消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返

還を求めるものとする。 

 （補助金の返還） 

第１３条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であっ

て、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、次の第

１号又は第２号のいずれかに該当する場合はその補助金の全額を、様式第１０

号の古平町奨学金返還支援事業補助金返還命令書により返還を命ずるものと



する。 

 (1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助の交付決定を受けたことが判明

した場合 

 (2) 初回の申請日から５年未満で転出した場合 

 (3) その他町長が必要と認める場合 

 （報告） 

第１４条 町長は、交付決定者に対し、必要な報告を求めることができる。 

 （委任） 

第１５条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町

長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日）  

１ この訓令は、令和７年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和８年３月３１日までの間における第６条の規定の適用については、同条

中「６月３０日」とあるのは「９月３０日」とする。 

 


